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○建築物の駐車施設に関する条例施行規則 

平成４年10月１日 

規則第63号 

〔昭和40年６月１日規則第33号建築物の駐車施設に関する条例施行規則を全文改正〕 

改正 平成６年12月26日規則第83号 

平成16年12月27日規則第92号 

〔金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第３条第59号による改正〕 

第１条 この規則は、建築物の駐車施設に関する条例（昭和40年条例第４号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２条 条例第９条の規定による届出をしようとする者は、駐車施設附置（変更）届（様式第１号）に別表に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

第３条 条例第12条第２項に規定する証明書は、様式第２号によるものとする。 

附 則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年12月26日規則第83号） 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の

整理に関する規則第３条第59号による改正） 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の

行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。 

４ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認める

ものは、前項の規定にかかわらず、平成17年３月31日まで使用することができる。 

別表（第２条関係） 

（平６規則83・一部改正） 

区分 種類 記載事項 

駐車施設 付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離 

配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員 

断面図 

（荷さばきのた

めの駐車施設に

限る。） 

縮尺 

使用権を証する

書面 

（敷地外の場合

に限る。） 

   

駐車施設を附置する建築物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並び

に敷地が接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途 
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 様式第１号（第２条関係） 
 
 

 

駐車施設附置（変更）届 
令和  年  月  日 

  
（宛先） 金沢市長  

 
 

届出者 住所 
氏名             

                        担当部署連絡先 
次のとおり駐車施設を附置したいので、建築物の駐車施設に関する条例第９条の規定に

より届け出ます。 
 

駐

車

施

設

の

概

要 

附置場所 敷地内  

敷地外  

附置台数 駐車規模 2.3m ×

5.0m 
2.5m ×

6.0m 
3.5m ×

6.0m 
3.0m ×

7.7m 
計 

敷地内 台 台 台 台 台 
敷地外 台 台 台 台 台 
計 台 台 台 台 台 
必要台数 台 台 台 台 台 

規模 駐車する部分の面積 車路の面積 その他 合計 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 
型式 

・自走式  ・機械式  ・併用式 
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建

築

物

の

概

要 

設計者 住所 
氏名 
連絡先 

 
 

工事監理者 住所 
氏名 
連絡先 

 

工事施工者 住所 
氏名 
連絡先 

 

建築場所  

地域・地区  防火地域 防火・準防火・指定無し 

用途  工事種別  

構造  階数 地上     階 
地下     階 

 新築、増築、用途変更

の部分 
その他の部分 合計 

敷地面積 

㎡ ㎡ ㎡ 
建築面積 

㎡ ㎡ ㎡ 
延べ面積 

㎡ ㎡ ㎡ 
用途区分 特定部分 

 
 
 

㎡ 

百貨店 ㎡ 非特定 
部分 

駐車施設

部分 
合計 

事務所 ㎡ 

倉庫 ㎡ 

㎡ ㎡ ㎡ その他 ㎡ 

工事着手予定日 年  月  日 工事完了予定日 年  月  日 
注意 法人にあっては、住所は事務所の所在地を、氏名は名称および代表者の氏名を

記入してください。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平16規則92・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

 


